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法改正 までの調査士業務報酬 と業務内容の考察

調査士法・会則での調査士業務報酬

法改正までの調査士報酬に関する基本的事項は、「会則」(各調査士会の会則)

定められ、「貪則」は、法務大臣の認可を受けなければならなかった。
つまり、報酬基準は、法務大臣の認可料金であった。

(以下調査士法と会則の関係概要を示す)

土地家屋調査士法 :(昭和25年 7月 31日 法律第228号 )

(調査士会の会則 )・ ・ 「料金 (報酬額)」 の制定

第15条 調査士会の会則には、次の事項を記載 しなければならない。

(4)調査士の報酬の基準に関する規定

土地家屋調査士法

(調査士会の会則 )

;(昭和31年 3月 21日 )

(調査士貪の会則)・ ・・・ 。「強制会及び会則の大臣認可」

第15条の 2 調査士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受け
なければならない。

;(昭和42年 7月 18日 法律第66号 )

。「調査士会は法人とする」

調査士会の会則 (昭和31年から平成 15年 まで)

会員の業務に関する報酬は、別紙第 2に定めるところによる。

土地家屋調査士報UII額基準表  平成10年 7月 1日施行

(末尾 )

則  (こ の報酬額基準表は、土地家屋調査士法第15条の 2第 1頂の規定により

平成10年 7月 1日 法務省民三第1254号 にて法務大臣の認可を受けたもの

である。)

土地家屋調査士法

*報酬規定の削除

;(平成14年 5月 7日 法律第33号 )

2 調査士業務報酬の背景の概要

《極めて公共性の高い業務と公共料金的な規制》

(1)土地家屋調査士法の目的

土地家屋調査士法は、昭和25年に「議員立法」により制定されたものであるが、今
般改正の同法第 1条には、

(目 的)

第 1条 この法律は、土地家屋調査士の制度を定め、その業務の適正化を図ること

土地家屋調査士法

第14条第 3頂・・

(報酬 )

第97条

別紙第 2

同表中

7.附


